
お
よ
び
運
動
へ
の
同
一
化
」
の
過
程
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
私

は
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
、
資
本
主
義
社
会
に
み
ら
れ
る
「
民

主
主
義
」
に
対
置
さ
れ
た
形
で
の
「
全
体
主
義
」
へ
の
歩
み
と
は
断
定
し
え

な
い
と
思
う
。
（
4
9
・
1
0
・
1
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
版
、
四
一
五
頁
、
一
九
七
～
、
培
風
館
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
乎
・
大
販

）

韓
国
文
化
財
管
理
局
編

『
武
　
寧
　
王
　
陵
』

醐
　
内
　
三
　
真

　
　
　
　
　
1

　
百
済
・
武
寧
王
と
王
妃
を
合
葬
し
た
簿
室
墳
（
い
わ
ゆ
る
武
寧
正
陵
）
が

発
見
さ
れ
て
、
既
に
三
年
と
数
ケ
月
が
経
過
し
た
。
発
見
当
階
の
新
聞
記

事
、
ソ
ウ
ル
で
の
出
土
遺
物
特
別
展
、
日
本
で
の
写
真
展
示
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
、
あ
る
い
は
次
次
と
発
表
さ
れ
る
ニ
ュ
…
ス
や
関
連
論
文
な
ど
に
、
興
奮

が
さ
め
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
武
寧
王
陵
の
発
見
を
端
緒
と
し

た
か
の
よ
う
に
、
従
来
に
は
み
な
か
っ
た
発
見
や
調
査
が
続
い
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
日
本
の
高
松
塚
壁
画
・
宵
墳
、
韓
国
で
は
慶
州
の
百
五
十
五
号
墳
や

九
十
八
号
墳
、
中
国
で
は
河
北
の
満
城
漢
墓
や
長
沙
の
馬
王
堆
漢
墓
な
ど
の

例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
時
、
武
寧
王
陵
の
発
見
は
、
今
で
は
記
憶

を
呼
び
起
こ
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
程
、
昔
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚

に
お
ち
い
る
。
こ
う
し
た
気
持
に
な
る
の
は
、
た
だ
単
に
時
日
の
経
過
や
次

次
に
新
し
い
発
見
や
発
掘
調
査
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
わ
る
と
い
っ
た
理
由
の
み

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
武
寧
王
陵
と
い
う
素
材
を
、
学
界
の
共

有
財
産
と
し
て
利
用
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
る
。

　
こ
の
た
び
、
報
告
書
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
単
に
貴
重
な
研
究
資
料
を

学
界
に
提
供
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
・
古
代
史
研
究
に

と
っ
て
、
多
く
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
王
陵
発
見
の
経
緯
か
ら
科
学
的
保
存
に
関
す
る
十
一
章
の
本
文
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評ゴ珪

圓

と
、
図
版
（
原
色
図
版
2
0
頁
・
写
真
図
版
5
9
頁
・
実
測
図
版
2
9
頁
）
、

要
旨
、
賊
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
目
次
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
発
潤
の
辞

　
1XD（M紅畷VIV】V疽H
武
寧
王
陵
の
位
置
と
発
見
経
緯

発
掘
調
査
の
経
緯

外
形
と
内
部
構
造

埋
葬
の
原
状
及
び
整
理
作
業

副
　
葬
　
品

武
二
王
陵
発
見
の
意
義

百
済
史
上
の
序
詩
王

富
津
時
代
に
お
け
る
百
済
の
大
陸
関
係

百
済
社
会
と
そ
の
文
化

百
済
古
墳
の
構
造
類
型

科
学
的
保
存
に
関
す
る
研
究

英
文

　
本
書
は
、
1
～
V
章
、
W
～
X
章
、
預
章
で
三
部
に
大
別
で
き
る
。
一
～

V
章
が
、
武
事
王
陵
の
心
構
と
遺
物
に
関
す
る
発
掘
調
査
報
告
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
主
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
下
、
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
成
果
や
聞
題
点
を
指
摘
し
て

ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
X

　
I
～
W
章
は
、
王
陵
の
発
見
か
ら
遣
構
・
遺
物
の
発
掘
に
関
す
る
報
告
で

あ
る
。

　
武
寧
王
陵
は
、
韓
国
忠
清
南
道
塗
州
郡
公
州
邑
宋
山
里
に
位
置
し
、
現
在

の
公
州
の
市
街
地
西
北
方
の
山
間
部
畳
鰯
の
先
端
部
に
あ
る
。
爾
前
方
に
隣

接
す
る
五
号
墳
と
六
号
壁
画
・
古
墳
の
保
存
工
事
を
行
な
っ
た
際
に
偶
然
発
見

さ
れ
た
。
金
元
龍
氏
を
園
長
と
す
る
武
寧
王
陵
総
合
調
査
繊
が
、
一
九
七
一

年
七
月
七
日
か
ら
四
回
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
武

寧
王
と
王
妃
を
合
葬
し
た
王
陵
で
あ
る
こ
と
が
、
買
地
券
に
よ
っ
て
開
ら
か

に
な
っ
た
。

　
四
回
の
調
査
の
内
容
は
、
第
一
次
が
坤
室
墳
内
部
の
調
査
、
第
二
次
は
墓

道
と
墳
丘
の
規
模
、
封
土
の
構
築
に
関
す
る
調
査
、
第
三
次
は
排
水
溝
、
第

四
次
は
羨
道
と
玄
室
と
の
床
面
下
の
構
造
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
る
と
、
古
墳
は
直
径
約
二
十
メ
…
ト
ル
の
円
墳
で
あ

り
、
漆
喰
を
混
ぜ
た
土
で
博
室
を
包
み
、
そ
の
上
を
周
辺
の
野
土
で
覆
っ
て

墳
丘
を
築
造
し
て
い
る
。
後
北
方
の
丘
陵
と
接
す
る
部
分
で
は
、
墳
丘
が
少

し
外
側
に
張
り
出
し
て
い
る
。
墳
丘
の
東
南
側
の
斜
面
に
は
、
四
～
五
段
の

石
積
み
と
そ
の
上
方
に
葺
石
状
の
配
石
が
あ
る
。
玄
室
の
床
面
か
ら
墳
丘
頂

部
ま
で
の
高
さ
は
、
七
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。

　
塞
室
は
、
有
文
簿
（
蓮
華
文
・
斜
格
子
文
な
ど
）
と
無
文
博
と
で
築
成
し

た
謬
言
墓
で
、
こ
れ
に
墓
道
と
排
水
溝
と
を
付
設
し
て
い
る
。
玄
窒
と
羨
道

の
垂
直
な
嬉
築
の
壁
颪
は
、
長
手
積
み
四
段
と
小
口
積
み
一
段
を
単
位
と

し
、
こ
れ
を
交
互
に
繰
り
返
し
積
ん
で
構
築
し
て
い
る
。

　
報
告
着
は
、
こ
れ
を
四
平
一
竪
式
と
呼
び
、
中
国
の
三
平
一
考
法
と
は
異

な
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

　
但
し
、
写
真
と
実
測
図
で
み
る
と
、
天
井
と
羨
門
閉
塞
簿
の
一
部
に
は
、

三
平
一
竪
法
を
用
い
て
い
る
。

　
ア
ー
チ
状
の
天
井
部
で
は
台
形
博
、
壁
寵
で
は
内
側
面
が
宝
珠
形
に
な
る

二
枚
の
特
殊
な
形
態
の
簿
を
使
っ
て
い
る
。
羨
門
の
閉
塞
感
は
、
上
部
と
下
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部
と
で
は
、
構
築
法
に
穣
違
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
部
の
み
を
薫
化
の
追
惜

に
際
し
て
取
り
壊
し
、
入
縮
後
に
再
び
閉
塞
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
報
告

老
は
み
て
い
る
。

　
玄
室
の
北
砂
に
一
個
口
東
西
の
両
壁
に
各
々
二
個
、
合
計
五
個
の
壁
寵
が

あ
り
、
輪
郭
に
そ
っ
て
宝
珠
形
に
朱
黄
色
の
彩
色
が
の
こ
っ
て
い
る
。
壁
霰

内
に
は
灯
心
の
も
え
残
っ
た
青
磁
の
灯
明
皿
が
遺
存
し
、
寵
の
上
部
は
煤
で

黒
く
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
壁
寵
内
に
は
小
仏
像
を
安
置
し
た
と
い
う
説
も

あ
っ
た
が
、
あ
か
り
を
つ
け
る
た
め
の
灯
開
皿
を
置
く
施
設
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
更
に
寵
の
下
に
は
、
長
乎
の
薄
を
横
に
九
枚
な
ら
べ
、
あ
か
り
と
り
の
連

子
窓
を
蓑
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
南
朝
の
博
室
墳
に
類
例
が
あ
る
。

　
ま
た
、
壁
面
に
七
～
八
個
の
大
き
な
鉄
馬
を
打
ち
込
ん
で
い
る
が
、
用
途

は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

　
羨
門
の
前
面
で
東
西
の
両
側
に
連
な
る
前
壁
に
は
、
隣
接
す
る
六
号
墳
に

使
矯
し
て
い
る
銭
箔
文
様
の
簿
を
使
っ
て
い
る
。

　
羨
門
の
前
方
に
は
、
長
さ
九
、
三
メ
ー
ト
ル
の
墓
道
が
あ
り
、
羨
門
か
ら

三
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
平
坦
で
、
そ
こ
か
ら
傾
斜
し
て
高
く
な
り
、
地
表
に
達

し
て
い
る
。
ま
た
、
全
長
十
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
簿
で
作
っ
た
排
水
溝
の
末

端
部
は
、
卦
土
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
四
段
に
石
を
配
列
し
て
い
る
。
排
水
溝

の
途
中
で
博
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
問
欠
失
し
て
い
る
の
は
、
墓
室
に

使
用
す
る
博
が
不
足
し
た
の
で
、
急
遽
こ
の
部
分
の
簿
を
取
り
は
ず
し
て
墓

室
の
博
に
使
っ
た
結
果
で
あ
る
と
報
告
者
は
み
て
い
る
。
し
か
し
、
王
陵
の

築
造
に
お
い
て
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
無
計
画
な
こ
と
が
起
き
得
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
疑
問
で
あ
る
。

　
壌
丘
斜
面
の
葺
石
状
の
煽
石
や
石
積
み
、
排
水
溝
末
端
の
碁
石
な
ど
は
、

従
来
に
な
い
遺
構
例
の
漸
発
見
で
あ
る
。

　
武
寧
王
立
と
隣
接
す
る
五
・
六
号
両
墳
と
の
関
係
は
、
断
薗
観
察
で
は
閉

ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
面
位
置
・
主

体
韻
の
規
摸
・
…
堺
・
副
葬
晶
な
ど
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
武

寧
王
陵
が
五
・
六
号
両
墳
と
ほ
ぼ
同
時
期
も
し
く
は
少
し
古
い
と
み
る
程
度

で
、
そ
れ
以
上
に
は
明
確
な
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。

　
む
し
ろ
、
熊
津
時
代
に
お
け
る
蒼
済
古
墳
の
編
年
は
、
本
報
告
書
を
も
と

に
し
た
今
後
の
比
較
研
究
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
遺
物
の
出
土
状
況
を
み
る
と
、
羨
道
部
で
は
、
南
端
の
東
側
に
や
や
大
き

な
主
肖
磁
心
耳
晶
軍
、
　
西
側
に
銅
鉢
二
個
∵
温
語
～
二
個
口
・
面
目
磁
…
六
耳
調
冤
が
あ
る
。

そ
の
す
ぐ
北
に
接
し
て
、
東
に
王
、
西
に
五
鎌
銭
を
載
せ
た
王
妃
の
買
地
券

を
な
ら
べ
、
北
に
続
け
て
石
獣
を
置
い
て
い
る
。
玄
室
内
部
で
は
、
亡
霊
の
爾

に
一
段
低
く
な
っ
た
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
東
側
に
青
磁
照
藍
瓶
・
銅
鉢

が
あ
り
、
中
央
で
銅
嚢
二
個
と
鋼
箸
一
対
・
銅
鉢
が
出
土
し
た
。
棺
床
上
に

は
木
棺
の
残
片
が
あ
り
、
東
側
に
王
、
西
側
に
王
妃
の
漆
棺
を
納
め
て
い
る
。

　
棺
内
の
遺
物
と
し
て
は
、
王
の
場
合
は
頭
を
南
に
し
、
爾
端
に
漆
枕
が
あ

う
、
金
製
か
ん
ざ
し
や
装
飾
品
を
上
に
載
せ
た
状
態
で
獣
帯
鏡
が
出
土
し

た
。
そ
の
北
に
金
製
冠
飾
り
二
枚
、
下
に
頸
飾
り
類
が
連
な
り
、
北
寄
り
で

二
個
の
、
耳
飾
り
が
出
土
し
た
。
中
央
に
腰
侃
や
装
飾
付
の
完
全
な
鋳
帯
が
あ

り
、
そ
の
西
寄
り
で
避
刀
、
西
側
端
か
ら
下
龍
環
頭
大
刀
が
出
土
し
た
。
飾

履
は
並
べ
て
お
き
、
講
座
は
北
に
移
動
し
て
お
り
、
更
に
北
端
か
ら
獣
文
鏡

が
出
土
し
た
。
王
に
対
す
る
爾
蛙
軍
は
少
な
く
、
多
く
の
遣
物
は
、
身
体
に

つ
け
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。

　
王
妃
側
で
は
、
南
端
に
承
盤
付
銀
鏡
・
銅
倉
・
銅
匙
と
粧
刀
を
容
れ
た
銅

鉱
を
副
葬
し
て
い
る
。
つ
い
で
二
欄
の
木
鳥
が
つ
く
藁
葺
を
お
き
、
そ
の
北
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評書

で
ご
個
の
頸
飾
り
が
肥
土
し
て
い
る
。
垂
飾
付
の
金
冠
の
下
に
獣
帯
鏡
が
あ

り
、
金
冠
の
東
創
に
十
三
セ
ソ
チ
の
間
隔
を
あ
け
て
耳
飾
り
一
対
・
勾
玉
四

個
・
金
板
二
枚
が
出
土
し
た
。
中
央
部
で
は
東
側
か
ら
金
釧
（
右
腕
）
西
側

か
ら
有
銘
銀
釧
（
左
腕
）
、
そ
の
中
闘
で
南
細
り
に
ガ
ラ
ス
製
童
子
像
・
粧

刀
な
ど
が
あ
っ
た
。
左
右
の
飾
履
の
西
側
に
足
座
が
あ
り
、
そ
の
下
に
火
の

し
、
頸
飾
り
や
釧
な
ど
小
型
の
装
身
具
を
副
葬
し
て
い
た
。

　
そ
の
他
に
、
王
と
王
妃
の
穂
内
か
ら
多
数
の
金
・
銀
・
ガ
ラ
ス
な
ど
で
作

っ
た
装
飾
用
の
細
か
な
部
分
品
が
轟
撫
し
た
。

　
遣
物
の
と
り
あ
げ
作
業
の
過
程
で
、
羨
道
部
と
玄
室
内
に
木
製
の
台
又
は

机
、
玄
室
内
に
琴
、
羨
道
と
玄
室
と
の
境
に
は
木
製
の
門
扉
が
あ
っ
た
と
み

て
い
る
。
木
棺
に
は
、
栗
材
を
用
い
て
お
り
、
保
存
の
よ
い
王
妃
の
木
棺
片

か
ら
切
妻
屋
根
形
の
木
棺
を
推
定
し
て
い
る
。
報
告
者
は
、
残
宮
に
納
め
て

い
た
木
棺
そ
の
も
の
を
王
陵
に
移
し
て
埋
葬
し
た
と
み
て
い
る
。

　
　
　
　
　
獲

v
章
は
副
葬
晶
の
解
説
で
、
合
計
二
千
五
百
六
士
関
の
出
土
遺
物
が
あ

る
が
、
主
要
な
も
の
に
か
ぎ
っ
て
挙
げ
て
い
る
。

　
1
　
装
身
具
・
量
器

　
ω
金
製
冠
飾
り
　
一
対
（
王
）
　
薄
い
純
金
板
の
上
に
文
様
輪
郭
を
線
刻

し
、
切
断
面
が
斜
め
に
な
る
よ
う
工
具
を
傾
け
て
載
遷
し
て
い
る
。
前
・
後

二
値
の
冠
飾
り
は
、
同
一
の
型
紙
を
使
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
き
さ
に

若
干
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
冠
飾
り
は
、
百
済
の
在
来
様
式
に
仏
教

的
な
文
様
を
採
用
し
た
薪
型
式
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
有
機
質
の
内
冠
に
つ

け
た
金
製
の
各
種
装
飾
贔
が
、
首
飾
り
の
周
囲
か
ら
多
数
出
土
し
て
い
る
。

　
ω
金
製
冠
飾
り
　
一
対
（
王
妃
）
　
透
し
彫
り
の
文
様
の
み
で
野
路
が
な

く
、
シ
ン
プ
ル
で
洗
練
さ
れ
た
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
冠
飾
り
は
、
と
り
わ

け
仏
教
的
性
格
が
強
く
、
六
朝
仏
教
美
術
の
影
響
が
濃
い
と
い
う
。

　
㈹
金
帽
勾
玉
と
心
葉
形
垂
飾
付
耳
飾
り
　
一
対
（
孫
）
　
慶
州
の
金
鈴
塚

か
ら
出
土
し
た
耳
飾
り
が
本
書
と
最
も
近
く
、
熊
本
県
玉
名
市
菊
水
町
・
江

田
船
山
古
墳
撫
土
の
心
葉
形
細
環
耳
－
飾
り
も
こ
れ
に
近
い
。
こ
の
耳
飾
り
は

六
世
紀
初
頭
に
南
朝
鮮
で
流
行
し
た
型
式
で
、
報
告
春
は
百
済
出
土
の
慶
旧

式
耳
飾
り
は
新
羅
製
贔
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
㈲
鼻
髭
実
形
と
砲
弾
形
垂
飾
付
耳
飾
り
　
「
対
（
王
妃
）
　
山
樋
実
形
の

垂
飾
を
持
つ
耳
飾
り
は
、
新
羅
や
伽
耶
で
も
出
土
す
る
が
、
砲
弾
形
は
新
出

の
型
式
で
あ
る
。
上
端
の
環
は
細
事
式
で
あ
っ
て
、
新
羅
の
太
公
式
と
は
異

な
る
も
の
と
み
て
い
る
。

　
⑤
山
樋
実
形
垂
飾
付
耳
飾
り
一
対
（
王
妃
）
　
上
記
ω
の
山
施
実
形
の
垂

飾
と
酷
似
し
て
お
り
、
報
告
者
は
、
同
一
工
人
に
よ
る
洞
時
代
の
製
品
と
み

な
し
て
い
る
。

　
耳
飾
り
は
、
新
羅
古
墳
で
は
原
則
と
し
て
、
細
環
式
は
男
性
、
太
環
式
は

女
性
が
着
装
す
る
の
に
対
し
て
、
生
計
王
陵
で
は
太
環
式
が
な
く
王
妃
も
細

環
式
を
用
い
た
点
を
注
意
し
て
い
る
。

　
⑥
小
型
耳
飾
り
　
二
対
（
王
妃
）
　
王
妃
の
足
も
と
付
近
で
出
土
し
た
一

括
遺
物
中
に
含
ま
れ
て
い
た
ご
く
小
さ
な
飾
り
で
あ
る
。
報
告
者
は
こ
れ
を

王
妃
が
幼
女
期
に
使
用
し
た
耳
飾
り
と
み
て
い
る
が
、
小
型
で
余
り
に
も
糧

雑
な
作
り
で
あ
る
か
ら
、
評
者
は
別
の
用
途
に
使
っ
た
飾
り
と
考
え
た
い
。

　
⑦
銀
製
蟻
巻
　
　
一
具
（
王
）
　
環
頭
形
の
鍍
具
は
、
慶
州
の
壷
杵
塚
・
弊

習
里
一
号
墳
・
皇
吾
里
四
号
墳
な
ど
の
鍍
具
か
ら
発
達
し
た
型
式
と
み
て
い

る
。
他
の
　
方
の
端
に
つ
く
七
花
形
の
金
具
は
、
類
例
が
慶
州
の
瑞
鳳
塚
出

土
贔
に
あ
る
と
い
う
。

　
⑧
　
金
銀
製
腰
偲
　
一
連
（
王
）
　
上
端
に
蜷
除
を
透
し
彫
り
し
た
金
具
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を
つ
け
、
下
端
に
は
鬼
颪
文
を
透
し
彫
り
し
た
金
具
に
続
け
て
、
龍
を
線
刻

し
た
長
方
形
板
金
具
を
と
り
つ
け
て
い
る
。

　
⑨
銀
地
金
銅
張
り
飾
履
　
一
対
（
王
）
　
内
部
に
木
皮
と
三
重
の
布
が
遺

存
し
、
底
裏
に
は
ス
パ
イ
ク
が
つ
く
。
王
妃
の
館
履
と
嗣
形
同
大
で
あ
り
、

長
さ
三
十
五
セ
ン
チ
、
幅
十
一
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。

⑯
銅
地
金
銅
張
り
飾
履
　
一
対
（
王
妃
）
　
内
部
に
三
重
の
布
が
遺
存
し
て

い
た
。
表
裏
の
両
面
に
は
忍
冬
唐
草
文
を
透
し
彫
り
し
た
金
銅
板
を
か
ぶ
せ

て
い
る
。
履
の
踵
が
欠
失
し
て
い
る
の
は
、
仰
臥
伸
展
葬
で
踵
の
部
分
が
下

と
接
し
て
い
た
た
め
と
し
て
い
る
。

　
α
⇒
単
龍
環
頭
大
刀
　
一
口
（
王
）
　
全
長
八
十
愚
僧
ン
チ
、
把
の
長
さ
二

十
ニ
セ
ソ
チ
で
あ
る
。
龍
頭
環
頭
大
刀
は
五
世
紀
か
ら
出
現
す
る
が
、
単
龍

環
頭
大
刀
は
少
な
く
、
む
し
ろ
日
本
で
盛
行
し
て
い
る
。

　
⑫
有
銘
銀
釧
　
｝
個
（
王
妃
）
　
外
径
八
セ
ン
チ
、
内
径
六
セ
ン
チ
、
環

の
内
薗
輻
一
セ
ン
チ
で
あ
る
。
外
面
に
は
二
匹
の
龍
を
浮
彫
し
、
内
醗
に

「
庚
子
年
二
月
多
利
作
大
夫
人
分
二
百
冊
主
耳
」
と
い
う
文
を
陰
刻
し
て
い

る
。
庚
子
年
は
西
暦
五
百
二
十
年
に
あ
た
り
、
王
妃
の
亡
く
な
る
六
年
・
前
の

製
作
で
あ
る
。
多
利
は
作
者
の
名
前
で
あ
る
が
、
日
本
の
止
利
仏
師
は
本
来

は
鞍
作
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
祖
先
は
百
済
の
工
匠
家
族
か
ら

出
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
武
寧
王
十
二
年
（
西
暦
当

否
十
二
年
）
に
、
伽
耶
か
ら
否
済
へ
移
っ
た
「
上
移
利
“
　
「
下
疹
利
」
と
い

う
地
名
と
も
何
か
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
2
　
そ
の
他
の
副
葬
口
剛

　
ω
獣
帯
鏡
　
｛
面
（
王
妃
）
　
王
妃
の
冠
飾
り
の
下
か
ら
鏡
背
面
を
上
に

し
て
出
土
し
た
。
直
径
十
入
・
一
セ
ン
チ
、
総
高
○
・
穴
セ
ン
チ
で
あ
る
。

後
漢
代
の
細
線
式
獣
帯
鏡
よ
り
も
時
代
の
下
る
も
の
と
み
て
い
る
。

　
ω
宜
子
孫
獣
帯
鏡
　
二
号
（
王
）
　
王
の
頭
部
付
近
で
鏡
背
面
を
上
に
し

て
出
土
し
た
。
直
径
二
十
三
・
ニ
セ
ン
チ
、
妙
高
○
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。

鉦
に
通
し
た
紐
の
き
れ
は
し
が
残
っ
て
い
る
。
報
告
者
は
、
江
田
船
山
古
墳

出
土
の
獣
帯
鏡
を
同
一
型
式
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
適
当
と
は
い
え
な

い
。
む
し
ろ
滋
賀
県
野
州
郡
三
上
山
下
古
墳
出
土
の
二
面
を
例
示
し
た
方
が

よ
い
と
評
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
些
細
な
誤
り
で
は
あ
る
が
、
江
田
船
山
古

墳
出
土
の
鏡
は
、
全
部
で
六
面
を
数
え
る
。

　
㈲
方
格
規
矩
神
獣
文
鏡
　
一
面
（
王
）
　
王
の
足
座
北
部
で
鏡
背
面
を
上

に
し
て
出
土
し
た
。
直
径
十
七
・
八
セ
ン
チ
、
縁
高
○
・
七
セ
ン
チ
で
あ

る
。
報
告
者
は
木
質
が
残
存
し
た
痕
迩
か
ら
、
木
箱
に
入
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
。
長
篇
規
矩
四
神
鏡
の
鏡
背
上
に
付
加
し
た
文
様
は
、

半
立
体
的
に
鋳
造
し
て
い
る
。
そ
の
神
入
は
、
上
半
身
が
裸
で
ま
げ
を
結

い
、
裸
足
で
槍
を
持
っ
て
い
る
。
報
告
者
は
、
疾
走
す
る
四
匹
の
獣
を
狙
う

狩
猟
の
光
景
を
表
現
し
た
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
ま
げ
や
裸
身
・
裸
足
な
ど

の
表
婁
と
、
日
本
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
銅
鼓
の
形
を
表
淫
し
た
文

様
の
あ
る
中
国
鏡
の
例
を
挙
げ
て
、
本
鏡
の
製
作
地
は
中
国
の
華
中
地
方
で

あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
製
作
地
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
他
の
鏡

と
の
比
較
研
究
や
技
術
的
な
方
面
か
ら
の
追
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
銘
文
は

「
馬
方
佳
寛
真
大
好
　
上
有
佃
人
不
知
老
　
渇
飲
玉
泉
創
食
護
　
寿
顔
金
石

号
」
で
あ
ろ
う
。
本
文
中
で
は
「
佳
」
を
「
作
」
と
し
て
い
る
が
、
写
真
も

実
測
図
も
共
に
「
佳
」
と
な
っ
て
お
り
、
恐
ら
く
本
文
の
「
作
」
は
誤
植
な

の
で
あ
ろ
う
。
評
者
は
、
寿
の
次
は
「
如
」
と
読
ん
で
一
向
に
さ
し
つ
か
え

な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
鏡
は
出
土
状
況
か
ら
み
て
、
王
妃
は
胸
の
上
に
、

王
は
頭
の
上
方
と
足
の
下
方
に
各
々
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ω
銅
承
盤
付
銀
鏡
　
一
個
（
王
妃
）
　
台
・
身
・
蓋
の
三
部
分
か
ら
な
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評’Pご
1．t4

り
、
銀
製
の
身
と
蓋
に
は
、
蓮
華
文
・
雲
煙
・
龍
文
・
水
鳥
文
な
ど
を
画
線

で
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宝
物
四
百
五
十
三
号
の
緑
野
の
承
盤
付
腕
と
ま

っ
た
く
同
じ
形
態
で
あ
る
と
い
う
。

　
㈲
青
銅
鏡
　
五
個
　
棺
床
の
前
方
に
分
散
し
て
出
土
し
た
が
、
盛
ん
ど
同

形
同
大
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
を
科
学
処
理
し
た
結
果
、
内
薗
に
二
匹
の

魚
が
蓮
池
を
泳
ぐ
さ
ま
を
陰
刻
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
賜
ら
か
に
な
っ

た
。　

⑥
鉄
製
五
呈
出
　
一
括
（
約
九
十
枚
）
　
王
妃
の
買
地
券
上
に
細
を
通
し

一
連
に
し
て
鍛
い
て
い
た
。
直
径
二
・
四
セ
ン
チ
、
方
量
の
一
辺
は
○
・
八

セ
ン
チ
で
あ
る
。
鋳
造
鹸
で
、
方
孔
の
左
右
に
「
五
十
偏
の
文
字
を
鋳
出

し
、
周
郭
と
方
郭
が
隆
策
し
て
い
る
。
　
『
梁
書
』
武
帝
本
紀
に
よ
る
と
、
武

豊
は
普
通
四
年
（
顯
暦
五
百
二
十
三
年
）
に
鉄
銭
を
鋳
造
し
て
い
る
。
武
門

王
陵
出
土
の
五
鉄
聾
は
、
こ
の
時
に
鋳
造
し
た
銭
貨
を
輸
入
し
た
と
み
て
い

る
。
西
暦
五
百
二
十
三
年
は
、
丁
度
武
寧
王
の
没
年
に
あ
た
り
、
二
年
後
の

還
葬
の
際
に
埋
回
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑦
青
磁
穴
耳
壷
　
二
個
　
羨
道
部
か
ら
出
土
し
、
青
磁
の
蓋
が
つ
く
も
の

と
、
つ
か
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
羨
道
に
は
、
六
酒
壷
・
青
銅
盤
・
銅
匙
が

各
々
二
欄
あ
っ
た
。
王
と
王
妃
に
対
す
る
墓
室
内
で
の
祭
祀
を
行
な
っ
た
も

の
と
み
て
い
る
。

　
⑧
青
磁
四
耳
瓶
　
一
個
　
王
の
棺
床
の
前
方
に
遺
存
し
て
い
た
。
報
告
者

は
胎
土
の
質
な
ど
か
ら
、
百
済
で
製
作
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
⑨
青
磁
灯
明
皿
　
五
個
　
壁
寵
内
に
置
い
て
あ
り
灯
心
の
残
っ
て
い
た
も

の
も
あ
る
。
胎
土
が
白
く
淡
緑
色
の
透
明
粕
が
か
か
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は

六
朝
白
磁
か
と
平
定
し
て
い
る
。

　
⑯
頭
枕
・
木
製
足
座
　
各
二
個
（
王
・
王
妃
）
　
木
製
鳳
圏
頭
　
　
一
対

（
王
妃
）
　
こ
れ
ら
の
遺
物
は
他
に
類
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
王
と
王
妃

と
で
は
文
様
や
製
作
技
法
に
相
違
が
あ
る
。
但
し
、
蓮
華
・
朱
雀
・
草
花
・

六
花
形
の
文
様
は
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
文
様
に
類
例
を
見
い
だ
し
得
る
。

　
⑪
石
獣
　
一
躯
　
凝
灰
岩
製
の
彫
像
で
、
頭
部
に
鉄
製
枝
状
の
角
を
つ
け

て
い
る
。
看
後
脚
は
、
発
見
当
蒔
既
に
と
れ
て
い
た
。
こ
の
一
角
獣
は
『
漢

書
』
に
い
う
天
罰
で
あ
り
、
鎮
魂
獣
と
み
て
い
る
。

　
⑫
買
地
券
　
二
枚
　
羨
道
部
で
石
獣
の
前
に
な
ら
べ
て
い
た
。
王
の
前
文

が
あ
る
も
の
を
第
一
石
、
王
妃
の
前
文
が
あ
る
も
の
を
第
二
石
と
呼
ん
で
い

る
。
両
港
の
法
曽
は
ほ
ぼ
等
し
く
、
縦
三
十
五
セ
ン
チ
、
横
四
十
一
・
五
セ

ン
チ
、
厚
さ
は
第
一
石
が
五
セ
ン
チ
、
第
二
石
が
四
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。

青
灰
色
の
閃
緑
岩
製
で
、
方
格
内
に
文
を
陰
刻
し
て
い
る
。
発
見
以
来
、

「
誌
石
」
と
み
て
い
た
が
、
墓
誌
で
は
な
く
買
地
券
で
あ
る
と
い
う
。
王
の

葬
礼
に
使
用
し
た
前
文
と
買
地
券
の
二
欄
の
石
を
、
王
妃
の
改
葬
時
に
そ
の

ま
ま
利
用
し
て
、
買
地
券
の
裏
面
に
王
妃
の
改
葬
事
実
、
を
記
し
、
王
の
前
文

の
裏
面
に
方
位
を
記
入
し
た
。
王
と
王
妃
の
前
文
と
で
は
、
筆
致
が
若
干
異

な
っ
て
い
る
が
南
朝
風
の
書
体
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
中
央
に
孔
を
あ
け
て

い
る
理
由
は
定
か
で
な
い
。

買
地
券
の
文
は
、

三
三
大
将
軍
百
済
斯

麻
葦
六
＋
三
二
　
蒲

卯
年
五
月
丙
戌
三
七
　
厨

田
震
崩
三
二
涯
分
鰍

癸
酉
朔
十
二
日
甲
申
安
居
⇒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

登
冠
大
回
立
志
如
三

次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
楓
申
帳
耀
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
己戊

辰乙卯甲寅
（2）第一石・裏面

地
引
喰
灘
〔
ロ
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銭
一
万
文
右
一
件

乙
塁
八
月
＋
二
量
葵
醤
麺

百
済
斯
麻
王
以
前
各
各
訟
土
崩
　
蒼

土
伯
土
父
母
上
下
衆
官
二
干
石
　
㌃

買
墨
嚢
故
立
業
明
　
纐

不
二
律
令

丙
午
年
十
［
月
百
済
国
王
大
疑
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬

高
居
喪
在
糊
地
己
酉
年
二
月
癸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕩

未
朔
十
ニ
ヨ
甲
午
改
茎
還
大
墓
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石

志
如
左
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
こ
れ
を
報
隷
書
は
、
以
下
の
よ
う
に
釈
訳
し
て
い
る
。

　
第
一
石
表
面
の
文
は
「
寧
棄
大
将
軍
で
あ
る
百
済
の
斯
麻
王
が
、
年
六
十

二
歳
に
な
る
癸
卯
年
五
月
丙
戌
朔
七
日
壬
辰
に
箆
虫
さ
れ
た
。
乙
巳
年
八
月

欝
欝
朔
十
二
日
甲
申
に
至
り
、
登
窯
に
あ
る
大
愚
に
安
湿
し
て
、
次
の
よ
う

に
文
書
を
作
成
し
た
。
偏
と
あ
り
、

　
第
二
石
表
面
の
文
は
「
銭
一
万
枚
　
以
上
一
件
　
乙
巳
年
八
月
十
二
日
に

寧
東
大
将
軍
で
あ
る
百
済
の
斯
麻
王
は
、
上
記
の
金
額
で
土
王
、
土
伯
、
土

父
母
、
地
下
の
多
く
の
野
守
や
地
方
長
官
に
報
告
し
て
、
南
東
方
向
の
土
地

を
購
入
し
て
墓
を
作
る
。
こ
の
た
め
証
書
を
作
成
し
て
証
明
と
す
る
。
こ
の

墓
域
に
関
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
律
令
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
」
と
読
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
。
釈
文
中
で
南
東
方
向
と
あ
る
の
は
南
西
方
向
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
石
裏
面
の
文
は
「
丙
午
年
十
一
月
に
百
済
国
王
の
大
空
が
天
命
の
ま

ま
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
。
酉
の
地
で
喪
礼
を
終
え
、
己
酉
年
二
月
癸
未
朔
十

二
日
甲
午
に
改
め
移
し
て
大
白
に
還
り
葬
礼
を
行
な
い
、
次
の
よ
う
に
証
書

を
記
し
た
。
」
と
読
む
。

　
報
告
者
に
よ
る
と
『
百
済
本
記
』
に
は
年
齢
を
記
し
て
い
な
い
が
、
　
『
日

本
書
紀
』
に
、
雄
略
五
年
六
月
一
日
に
武
寧
王
が
誕
生
し
た
と
い
う
記
載
が

あ
り
、
買
地
券
の
記
述
に
あ
る
卒
年
か
ら
六
十
二
年
を
引
く
と
丁
度
合
致
す

る
と
い
う
。
ま
た
、
　
『
三
国
史
記
』
や
中
国
の
史
書
に
み
る
王
位
継
承
説
よ

り
も
『
日
本
書
紀
』
武
烈
矢
皇
四
年
の
条
に
あ
る
武
寧
王
と
東
城
王
が
異
母

兄
弟
で
あ
る
と
す
る
説
の
ほ
う
が
、
年
齢
関
係
か
ら
み
る
時
に
は
妥
当
で
あ

る
と
い
う
。

　
第
一
石
表
面
第
三
行
の
「
卯
」
字
は
、
最
初
誤
っ
て
他
の
文
字
を
彫
り
、

後
に
翔
っ
て
「
卯
」
の
字
に
彫
り
な
お
し
て
い
る
。
評
者
の
観
察
に
よ
る

と
、
第
一
石
表
薗
七
行
層
の
初
め
に
「
家
」
字
の
よ
う
な
陰
刻
を
認
め
る
。

恐
ら
く
羅
る
の
を
途
中
で
止
め
た
も
の
ら
し
い
が
、
報
告
者
は
こ
れ
に
触
れ

て
い
な
い
。

　
買
地
券
の
記
述
か
ら
王
は
二
年
・
王
妃
は
三
年
の
残
を
行
な
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
古
代
葬
制
の
一
端
を
解
明
す
る
貴
重

な
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
墓
は
「
申
地
」
に
あ
り
、
王
妃
を
居
卜

し
た
場
所
は
「
酉
地
」
で
あ
っ
て
、
糊
地
は
ご
く
似
か
よ
っ
た
方
角
に
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
買
地
券
は
極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
多

く
の
成
果
を
得
、
か
つ
ま
た
多
く
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
願
～
密
封
は
、
武
事
王
陵
の
発
見
を
契
機
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

　
W
章
で
は
、
資
料
の
少
な
か
っ
た
百
済
史
書
究
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
と

述
べ
て
い
る
。

　
W
章
で
は
『
百
済
武
寧
王
陵
遺
物
特
別
展
』
に
書
い
た
内
容
を
よ
り
詳
細

に
し
、
文
献
上
に
み
る
武
寧
王
の
業
績
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。

　
燭
章
で
は
、
熊
津
時
代
蜜
で
の
百
済
と
他
の
国
々
と
の
関
係
、
南
朝
の
梁

と
通
交
し
た
理
由
、
串
本
に
対
す
る
蒼
済
文
化
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
概
説

し
て
い
る
。
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評’廷
緯」

　
K
章
で
は
、
日
本
の
文
献
は
大
部
分
が
百
済
史
を
歪
曲
し
、
ま
た
臨
本
の

学
者
は
、
近
代
に
な
っ
て
朝
鮮
侵
略
を
合
理
化
す
る
方
向
で
薫
済
史
を
研
究

し
て
今
溝
に
至
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
百
済
の
始
祖
説
話
か
ら
始
め
て
、

建
国
・
王
統
・
対
外
関
係
・
社
会
制
度
な
ど
多
方
面
に
論
及
す
る
。
百
済
の

支
配
階
層
は
「
流
移
民
」
で
あ
り
、
百
済
を
建
国
し
た
の
は
扶
余
族
で
、
彼

ら
は
発
達
し
た
鉄
器
文
化
を
持
ち
、
騎
馬
民
族
の
質
的
に
優
勢
な
軍
事
力
を

持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
百
済
に
服
属
し
て
い
た
倭
王
に
七
枝
話
を
お
く
り
、

九
州
西
北
に
は
百
済
分
国
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
興
味
あ
る
論
説
で
は
あ

る
が
、
に
わ
か
に
は
従
い
難
い
点
も
少
な
く
な
い
。

　
X
章
は
、
百
済
古
墳
の
型
式
分
類
で
あ
る
。

　
百
済
古
墳
を
積
石
塚
と
土
塚
に
二
大
別
し
、
土
塚
は
更
に
、
土
墳
墳
・
石

室
墳
・
簿
築
墳
・
甕
棺
墓
・
火
葬
墓
と
に
細
分
す
る
。

積
石
塚
は
高
句
麗
系
で
百
済
の
初
期
に
多
く
、
土
壌
墳
は
木
登
・
木
棺
を
持

つ
も
の
と
土
墳
の
み
の
二
類
型
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
土
着
の
墓
制
に
楽
浪
系

玉
壷
の
影
響
が
加
わ
っ
て
成
立
し
百
済
化
し
た
も
の
で
、
全
期
聞
を
通
じ
て

存
在
す
る
。
石
室
墳
は
高
句
麗
系
で
竪
穴
式
と
横
穴
式
が
あ
り
、
百
済
で
は

種
々
に
多
様
化
し
て
い
る
。
簿
築
墳
は
南
朝
の
影
響
下
に
成
立
し
、
そ
の
後
、

伽
耶
や
音
響
の
石
室
墳
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
甕
棺
墓
は
封
土
墳
の
土
壌

中
に
　
～
数
個
の
甕
樵
を
納
め
た
も
の
で
、
栄
山
江
下
流
域
に
集
中
的
に
分

布
す
る
。
先
史
時
代
の
甕
菜
墓
の
伝
統
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
火
葬

墓
は
蔵
骨
器
に
火
葬
骨
を
納
め
た
も
の
で
、
菖
済
後
期
に
出
環
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
百
済
の
墓
制
に
は
、
高
句
麗
系
：
楽
浪
系
・
華
北
系
・
南
朝

系
の
影
響
が
あ
り
、
次
第
に
百
済
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
伽
耶
・
薪
羅
・

臼
本
の
墓
制
に
も
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
本
章
で
は
、
百
済
古
墳
の
特
徴
を
概
説
的
に
述
べ
て
お
り
、
そ
の
構
造
や

類
型
を
理
解
し
易
く
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
各
類
型
の
古
墳
が
他
地
域
の

墓
葬
の
影
響
を
受
け
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
評
者
は
薫
済
古
墳
自
体
の

発
展
と
消
長
を
、
遺
物
と
共
に
詳
細
に
研
究
し
て
百
済
古
墳
の
編
年
体
系
を

確
立
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
頭
章
は
科
学
的
保
存
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
相
当
の
頁
を
劉
い
て
い
る
。

木
製
品
・
金
属
器
・
陶
磁
器
・
石
造
贔
そ
れ
に
王
陵
の
保
存
に
つ
い
て
、
意

欲
的
な
研
究
と
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
。
内
容
が
専
門
的
で
あ
る
の
で
割
愛

す
る
。

　
　
　
　
　
V

　
以
上
、
章
を
お
っ
て
概
要
を
記
し
簡
単
に
批
評
を
試
み
て
き
た
が
、
遺

構
・
遣
物
の
内
容
の
豊
か
さ
は
さ
す
が
に
目
を
み
は
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
本
報
告
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
信
頼
し
得
る
正
確
な
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
報
告
書
中
の
随
処
に
問
題
を
解
く
多
く
の
手
が
か

り
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
と
か
く
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
墳
丘
の
形
状
・
謙
譲
の
築
成

法
・
墓
詣
の
全
形
・
葬
送
の
実
態
（
残
・
追
葬
・
墓
鷺
山
の
祭
殿
な
ど
）
な

ど
を
、
追
加
調
査
に
よ
っ
て
確
認
し
得
た
こ
と
は
、
大
き
な
奴
穫
で
あ
る
。

更
に
、
数
多
く
の
出
土
遺
物
に
対
す
る
考
察
、
と
り
わ
け
買
地
券
に
関
す
る

研
究
は
、
三
國
蒋
代
古
墳
文
化
の
研
究
に
ゆ
る
ぎ
な
い
編
年
上
の
一
基
準
を

与
え
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
正
報
告
書
と
し
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
考
察
篇
の
欠
け
て
い
る

点
に
は
、
闇
題
が
あ
る
。
ま
た
、
用
語
の
不
統
一
　
（
買
地
券
－
誌
石
、
金
銀

装
刀
一
丁
刀
な
ど
）
と
、
W
章
か
ら
X
章
に
か
け
て
の
記
述
に
、
い
ま
少
し

の
つ
っ
こ
み
の
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。

　
た
と
え
ば
、
本
編
で
は
他
の
百
済
古
墳
に
み
る
よ
う
な
百
済
の
い
わ
ゆ
る

145 （919）



陶
質
土
器
を
み
ず
、
中
国
南
朝
（
梁
〉
の
陶
磁
器
類
が
出
土
し
て
い
る
。
更
に
、

簿
室
墳
の
構
造
や
使
用
博
・
金
属
容
器
類
・
鏡
・
五
鉄
銭
な
ど
は
、
熊
津
時

代
の
百
済
と
梁
の
密
接
な
関
係
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
金
銀
製

の
装
身
具
や
頭
枕
・
足
座
・
木
棺
な
ど
に
は
、
百
済
と
新
羅
や
高
句
麗
と
の

相
互
交
流
の
証
を
見
い
だ
し
得
る
。

　
W
章
か
ら
X
章
に
つ
い
て
は
、
憲
章
で
そ
う
し
た
点
を
も
考
慮
し
た
記
述

に
も
う
少
し
重
点
を
お
き
、
関
連
さ
せ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
作
製
に
は
多
く
の
予
期
せ
ぬ
障
碍
が
待
ち
受
け
て

い
て
、
一
時
は
刊
行
不
可
能
か
と
案
じ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し

た
状
況
の
も
と
で
編
集
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
上
記

の
よ
う
な
要
求
は
望
む
ほ
う
が
無
理
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
、
武
意
志
陵
の
遺
構
・
遺
物
を
素
材
と
し
た
百
済
史
の
研
究
は
、

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
本
報
告
書
の
執
筆
者
や
王
陵
調
査
に
た
ず

さ
わ
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
将
来
、
関
連
論
文
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
本
書
の
中
で
評
者
が
気
付
い
た
点
を
指
摘
す
る
と
共
に
希

蛙軍

�
q
べ
て
お
く
。

　
ま
ず
、
遺
構
の
実
測
図
で
は
断
面
図
が
少
な
く
、
封
土
・
葺
石
・
簿
室
・

慕
道
・
配
水
溝
の
関
係
が
十
分
に
は
袈
現
さ
れ
て
い
な
い
。
遣
物
の
実
測
図

は
、
非
常
に
精
緻
な
表
現
の
あ
る
反
面
、
不
明
確
な
表
現
例
が
混
じ
る
。
写

真
図
版
で
は
少
し
ピ
ン
ト
の
合
わ
な
い
も
の
が
あ
り
、
五
七
・
六
三
・
七
五

な
ど
は
天
地
逆
か
裏
焼
き
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
有
銘
銀

釧
・
五
鉄
銭
・
銅
鏡
・
簿
な
ど
に
は
、
拓
本
を
添
え
て
戴
き
た
い
。
遺
物
の

小
見
出
し
は
八
三
項
臼
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
出
土
遺
物
の
全
て
を
掲
載
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
。

　
遺
物
の
中
に
は
、
本
書
に
先
立
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
百
済
無
季
王
陵
遺
物

特
別
展
』
　
（
一
九
七
一
年
十
～
十
一
月
置
の
鐸
録
と
本
書
の
副
葬
贔
の
項
と

で
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
名
称
の
異
同
（
宝
鏡
－
青
銅
製
皿

形
容
器
、
四
耳
陶
瓶
一
青
磁
四
耳
瓶
）
王
と
王
妃
の
副
葬
品
所
属
の
変
更

（
金
製
か
ん
ざ
し
・
王
妃
－
王
、
粧
刀
・
王
－
王
妃
）
な
ど
が
あ
る
。
重
要

な
差
異
及
び
変
更
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
由
を
現
記
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
上
記
の
よ
う
な
い
く
ら
か
説
明
不
足
な
点
が
あ
る
と
は
い
え
、

朝
鮮
古
代
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
報
告
書
で
あ

り
、
更
に
進
ん
で
は
日
本
の
考
古
学
・
古
代
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
必
読
の

書
で
あ
ろ
う
。

　
将
来
、
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
の
古
代
史
研
究
に
関
連
し
て
、
益
々
そ
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
、
研
究
の
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
永
く
学

界
に
貢
献
す
る
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
書
は
大
冊
の
う
え
に
非
売
晶
で
あ
り
、
古
書
店
に
で
て
も
高
緬

で
あ
っ
て
入
手
す
る
の
が
非
常
に
難
か
し
い
。
幸
い
今
回
は
、
日
本
語
訳
版

（
金
元
龍
・
有
光
教
一
監
修
、
永
嶋
暉
臣
慎
訳
『
単
寧
王
陵
』
学
生
社
）
が

発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
後
の
調
査
報
告
書
を
含
め
て
、
縮
柵
版

か
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
て
、
容
易
に
入
手
し
得
る
よ
う
配
慮
し
て
戴
き
た

い
。

　
偶
然
に
発
児
さ
れ
た
古
墳
の
緊
急
調
査
で
あ
り
、
そ
の
後
も
困
難
な
状
況

下
に
あ
り
な
が
ら
、
よ
く
報
告
書
の
刊
行
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
金
元
耀
団
長

を
は
じ
め
と
す
る
関
係
着
各
位
に
対
し
、
改
め
て
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ

る
。　

書
評
に
際
し
て
は
、
報
告
書
の
輪
読
会
を
行
な
っ
て
き
た
京
大
大
学
院

生
・
宇
野
隆
夫
氏
に
多
大
の
協
力
を
得
た
。
特
に
、
W
章
以
下
及
び
諭
葬
品
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の
各
項
に
つ
い
て
有
益
な
助
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
末
尾
で
は
あ
る
が
、

記
し
て
感
謝
の
意
を
蓑
し
た
い
。
　
　
　
　
一
九
七
四
年
十
月
二
十
五
臼

　
　
（
B
4
判
・
本
文
＝
二
五
頁
・
図
版
一
〇
八
頁
・
…
九
七
三
年
刊
・
文
化
財
管
理

　
　
局
・
ソ
ウ
ル
・
非
売
品
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
京
都

評書

（921）147




